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※この冊子内では、各申請書類を以下の通り共通番号で表記してあります。 

①学校施設使用申請書    ②学校施設開放事業使用計画書 

③使用料減免願        ④学校施設使用団体登録書 

⑤団体名簿          ⑥団体規約等 



就　 学 　 課 学 校 施 設 課

（右三課以外のもの）

スポーツ活動で使用
レクリエーション・
文化的行事で使用

運動場・体育館
柔剣道場

運動場・体育館
柔剣道場・特別教室

(一定期間の一時使用が対象)①土　地 （使用目的の例） （使用目的の例）

（例）  基礎等があり、常置的に使用 鼓笛隊、ブラスバンド

地域行事、消防団夜間訓練 （例） 吹奏楽、バトントワリング

子育て行事、児童クラブ活動 電柱、基礎のある電話ﾎﾞｯｸｽ コーラス・マーチング

スポ少の役員会説明会 倉庫、地下埋設物など 下記団体のスポーツ活動 演劇絵画サークル

老人会行事、子ども会行事など
＊倉庫はスポ少、子ども会
　などが使用する場合

町内会、ＰＴＡ、保育園 子ども会活動、パソコン同好会

その他の恒常的使用 スポーツサークル、子ども会 うらじゃ踊り練習

基礎等がなく、常置的に使用 ②建　物 児童クラブ、福祉団体 盆踊り等地区イベント

許可期間 4.1～3.31
教室１部屋などのスペー
スを常置的に使用

岡山市総合スポーツクラブ フォークダンス、琴、気功

（例） （例） ボーイ・ガールスカウト

公衆電話、冷水機 児童クラブ室、 ストーリーテーリング

保冷庫、自動販売機など 小中校長会の事務室 地元の伝承文化関係

購買室 地元の文化祭

学校施設使用申請書 行政財産使用許可申請書

学校施設使用料減免申請書 （副申書を学校園長が作成）

（同規則第８条様式第３号）

〔申請先の参考例〕

目的別、学校施設開放事業の申請先

②①スポーツ以外のレクリエーション等で運動場・体育館・柔剣道場・特別教室・余裕教室等を使用 → 生涯学習課

①スポーツ活動で運動場・体育館・柔剣道場を使用 → スポーツ振興課

 ※スポーツ使用に付随する目的で特別教室・余裕教室等を使用する場合（更衣室・荷物置き場）→スポーツ振興課

学　校　施　設　使　用　申　請　先　一　覧

学 校 施 設 開 放 事 業 以 外 学 校 施 設 開 放 事 業

恒常的使用一時的使用

※この冊子にて内容を説明しています。

スポーツ振興課

③使用料減免願（昼間運動場以外）

④団体登録申請書（2枚複写）（定期使用の場合）

⑤団体名簿  ⑥団体規約(団体登録申請時の必要書類）

①学校施設使用申請書（２枚複写）

スポーツ少年団・体育協
会等の練習や大会などの
スポーツ活動

※上記団体が文化的行事
（スポーツ以外）を体育施
設で行う場合、生涯学習課
が 申請先になります。

③　①スポーツ②文化以外の大会の打ち合わせや説明会などで運動場・体育館・特別･余裕教室等を使用→就学課

生 涯 学 習 課

※担当課へお問い合わせください。

＊学校開放事業での開放施設は、運動場、体育館、柔剣道場の体育施設及び特別教室、余裕教室
等の文化施設です。これら以外の学校施設の一時的使用は、就学課への申請となります。

（岡山市学校施設の使用に関
する規則第４条様式第１号）

行政財産使用許可使用料減
免申請書

（岡山市学校施設開放事業の実施に関する規則第６条様式第１号）

［上記以外必要書類］※この冊子の内容を参照してください。

②使用計画書（定期使用の場合）
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１使用申請手続き 
 

令 和 ５ 年 度 分 よ り 、 定 期 使 用 の Web申 請 が 可 能 に な り ま し た 。 た だ し 、 年 度 途 中 の

新 規 使 用 及 び 不 定 期 使 用 に つ い て は 当 面 の 間 、 紙 の 申 請 書 類 を 提 出 し て く だ さ い 。  

・ 申 請 日 は 、 使 用 日 の １ か 月 前 か ら １ ０ 日 前 ま で で す 。  

・ 申 請 書 類 は 不 備 の な い よ う 、 各 団 体 の 使 用 申 請 ご と に ま と め て く だ さ い 。  

 

【担 当 課】  

 ＊スポーツ目 的 での使 用 ・・・・・・・・スポーツ振興課 

 ＊文化的な目的での使用・・・・・・・・・生 涯 学 習 課 

 ＊ 上 記 以 外 の 目 的 で の 使 用 ・ ・ 就 学 課  学 校 施 設 課  

 

【注 意 事項 】  

● 就 学課 、 学校 施 設課 へ の使 用 申請 は学 校 開放 事 業に 該当 し ませ ん 。  

学校 又 は担 当 課へ 目的 外 使用 の 申請 をし て くだ さ い。  

 

● 営 利 ・ 宗 教 ・ 政 治 （ 公 職 選 挙 法 等 に よ る も の は 除 く ）等 を 目 的 と す る 使 用 は で  

き ま せ ん 。  

 

● 月 に ２ 回 以 上 の 定 期 使 用 を す る 団 体 は 、 団 体 登 録 を す る と 1年 度 分 を 一 括 申 請  

す る こ と が で き ま す 。④ 学 校 施 設 使 用 団 体 登 録 申 請 書  ⑤ 団 体 名 簿  ⑥ 団 体 規  

約 等 の 提 出 が 必 要 で す 。  

 

● 以 下 の よ う な 変 更 が あ る 場 合 は 担 当 課 ま で 連 絡 し て く だ さ い 。  

・ 年 間 （ Webま た は 紙 ） 申 請 後 、 年 度 途 中 に 使 用 日 時 の 変 更 や 追 加 が あ っ た  

場 合 、① 学 校 施 設 使 用 申 請 書 を 新 た に 提 出 し て く だ さ い 。「 ６ .そ の 他 参 考 事  

項 」 欄 に 変 更 前 後 の 日 時 を 明 記 し て く だ さ い 。  

・ 年 間 申 請 の 使 用 を 年 度 途 中 で 中 止 す る 場 合 、「 学 校 施 設 使 用 許 可 取 消 願 」 を

使 用 日 前 ま で に 提 出 し て く だ さ い 。 （ P10参 照 ）  

・団 体 登 録 の 登 録 事 項 に 変 更 が あ っ た 場 合 、「 登 録 事 項 変 更 届 」（ P3２ ）を 提

出 し て く だ さ い 。  

 

● 使 用 す る 施 設 に 用 具 類 の 保 管 、 及 び 器 具 類 を 設 置 す る こ と は で き ま せ ん 。   

学校施設開放事業 

一時的使用・恒常的使用 
※学校施設開放事業と 

申請方法が異なります。 
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申請のフローチャート（学校施設開放事業）  

 ※ 就 学課 、 学校 施設 課 への 申 請と 異な り ます 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用希望を受けた場合 

市担当課へ書類を送付 

 

不定期・随時の使用を希望する団体 
（定期使用の使用日追加を含む） 

【必要書類】 
① 学校施設使用申請書（２枚複写） 
② 学校施設開放事業使用計画書 
③ *使用料減免願 

（昼間運動場は不要） 
（運動場夜間照明有料使用は不要） 

④ 学校施設使用団体登録申請書（２枚複写） 
⑤ 団体名簿（任意様式） 
⑥ 団体規約等（任意様式、規約等がある場合） 

 

年間を通して定期的な 
使用を計画している団体 

【必要書類】 
① 学校施設使用申請書（２枚複写） 
③ 使用料減免願 

（昼間運動場は不要） 
（運動場夜間照明有料使用は不要） 

使用調整 

紙申請書のみ受付可〇。Web 不可×。 

市担当課が使用許可決定し、許可日を記入した学校施設 
使用許可書を（有料団体には納入通知書も併せて）返送 

年度末までに、新年度の使用調整
結果表を担当課に mail 送信 

【不定期使用】 

年度始まりの使用は、 
Web 申請可〇。 

学校施設使用許可書に開放運営委員会⻑の署名押印をして 
申請団体に（有料団体には納入通知書も併せて）交付 

*新規団体・変更がある団体は、初年度
のみ紙（押印あり）原本提出必須。 

有料団体の納入通知書のみ送付 

有料団体の納入通知書のみ団体に渡す 

年度途中からの使用は、     
紙申請書のみ受付可〇。

Web 不可×。 

【定期使用】 
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必 要 書 類   ※ 記 入 例 掲 載 ペ ー ジ を （  ） 内 に 記 載  

①  学 校 施 設 使 用 申 請 書 /許 可 書 （ ２ 枚 複 写 ） （ P12～ 13）  

②  学 校 施 設 開 放 事 業 使 用 計 画 書 （ P14） HPダウンロード可 

・① 学 校 施 設 使 用 申 請 書 内 に 使 用 予 定 日 が 書 き き れ な か っ た 場 合 、ま た は 定 期

使 用 の 必 要 書 類 。  

③  使 用 料 減 免 願 （ P15） HPダウンロード可 

・ 各 施 設 を 使 用 す る 際 、 使 用 料 を 減 免 す る た め の 書 類 。  

（ 昼 間 運 動 場 使 用 の 際 は 、 不 要 ）  

（ 体 育 館 ・ 柔 剣 道 場 使 用 の 際 は 、 全 て の 団 体 が 必 要 ）  

（ 運 動 場 夜 間 照 明 使 用 の 際 は 、 減 免 団 体 の み 必 要 。 有 料 使 用 の 際 は 不 要 ）  

④  学 校 施 設 使 用 団 体 登 録 申 請 書 /登 録 証 （ ２ 枚 複 写 ） （ P16）  

・ 月 ２ 回 以 上 の 定 期 使 用 で 、 1年 度 分 の 使 用 を 一 括 申 請 す る た め の 書 類 。  

⑤  団 体 名 簿 （ 任 意 様 式 ）  

・ ④ 学 校 施 設 使 用 団 体 登 録 申 請 （ 定 期 使 用 申 請 ） を す る た め の 必 要 書 類 。  

⑥  団 体 規 約 等 （ 任 意 様 式 ・ 規 約 等 が あ る 場 合 ）  

・ ④ 学 校 施 設 使 用 団 体 登 録 申 請 （ 定 期 使 用 申 請 ） を す る た め の 必 要 書 類 。  

（ 団 体 規 約 等 を 作 成 し て い な い 団 体 は 不 要 ）  

 

・定 期 使用 、 不定 期使 用 の必 要 書類  

・ 定 期 使 用 ････① 学 校 施 設 使 用 申 請 書 ～ ⑥ 団 体 規 約 等  

・ 不 定 期 使 用 ･･① 学 校 施 設 使 用 申 請 書 、 ③ 使 用 料 減 免 願  

＊ 定 期 /不 定 期 い ず れ も 、 昼 間 運 動 場 を 使 用 す る 際 は 、 使 用 料 減 免 願 は 不 要 。  

運 動 場 夜 間 照 明 を 使 用 す る 際 は 、 減 免 団 体 の み 必 要 で す 。  

・ 必 要 書 類 が す べ て 揃 っ て か ら 提 出 す る よ う に し て く だ さ い 。  
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必要書類の記入注意点・申請手順について 

【①  学校施 設使 用申請 書/許可 書】 （２ 枚複写 ）  

・ 使 用 日 時 を は っ き り 記 入 し て く だ さ い 。  

＊ 日 時 が 指 定 で き な い も の は 許 可 で き ま せ ん 。  

・① 学 校 施 設 使 用 申 請 書 内 に 日 時 が 書 き き れ な い 場 合 は 、必 ず ② 学 校 施 設 開 放

事 業 使 用 計 画 書 （ HPダウンロード可 ）を 添 付 し て く だ さ い 。  

・ 施 設 使 用 開 始 時 間 は 、 午 前 ８ 時 ３ ０ 分 か ら で す 。 夏 季 練 習 ・ 大 会 等 で 早 朝 よ

り 使 用 の 場 合 は 学 校 ・ 地 域 と の 調 整 を 行 い 、 ① 学 校 施 設 使 用 申 請 書 「 ６ .そ の

他 参 考 事 項 」 に （ 時 間 外 調 整 済 ） と 記 入 し て く だ さ い  

・ 夜 間 照 明 の 無 い （ P4１ 運 動 場 欄 に ※ が 無 い ） 運 動 場 を 使 用 す る 場 合 の 使 用  

時 間 は 、 日 没 ま で と な り ま す 。   

・ 令 和 3年 11月 1日 よ り 「 学 校 施 設 使 用 申 請 書 」 に 使 用 者 人 数 の 内 訳 記 入 が 必  

須 と な り ま し た 。 申 請 書 内 （ 市 内 ＿ 人 ・ 市 外 ＿ 人 ） に 記 入 を お 願 い し ま す 。  

参 照 【 岡 山 市 学 校 施 設 開 放 事 業 の 実 施 に 関 す る 要 綱 】  

（ 利 用 団 体 の 要 件 ）第 ２ 条  規 則 第 ６ 条 第 ３ 項 第 １ 号 に 規 定 す る 主 に 市 内 に 在  

住 し ， 在 勤 し ， 又 は 在 学 す る 者 で 構 成 さ れ た 団 体 と は ， 団 体 の 構 成 員 の 過 半 数

が 市 内 に 在 住 し ， 在 勤 し ， 又 は 在 学 す る 者 で あ る こ と 。  

【②  学校施 設開 放事業 使用計 画書 】 HPダウンロード可 

・ ① 学 校 施 設 使 用 申 請 書 内 に 、 全 て の 使 用 日 を 記 入 で き た 場 合 は 提 出 不 要 で す 。 

・ 定 期 使 用 の 場 合 は 、 使 用 日 を 選 択 し て 提 出 し て く だ さ い 。  

＊ 使 用 申 請 を し て い る に も か か わ ら ず 、 使 用 し て い な い 実 態 が み ら れ ま す 。 実

際 の 使 用 ど お り の 適 正 な 申 請 を し て く だ さ い 。  

 

【③  使用料 減免 願】 HPダウンロード可 

・ 体 育 館 、 柔 剣 道 場 、 夜 間 照 明 、 特 別 教 室 等 （ 昼 間 運 動 場 以 外 の 学 校 施 設 ） を

使 用 す る 場 合 は 、① 学 校 施 設 使 用 申 請 書 に ③ 使 用 料 減 免 願（ HPダウンロード可 ）

を 添 付 し て く だ さ い 。  

＊ 体 育 館・柔 剣 道 場 使 用 時 は 全 団 体 が 減 免 対 象 の た め 、必 ず 提 出 し て く だ さ い 。  

・ 添 付 が 無 い 場 合 は 、 体 育 館 ・ 柔 剣 道 場 2,510円 ～ 3,660円 /1日 1回 、 運 動 場

夜 間 照 明 1,040円 /1時 間 、教 室 等 410円 ～ 620円 /1日 1教 室 の 使 用 料 を 納 付

し て い た だ き ま す 。  

＊ 使 用 料 金 は P37「 使 用 料 早 見 表 」 参 照  

 

 5



 

＊ ③ 使 用 料 減 免 願 は 、上 部 団 体 長（ 減 免 団 体 ）ま た は 、団 体 責 任 者 (一 部 減 免 ：

有 料 団 体 )か ら 申 請 し て く だ さ い 。  

＊ 使 用 料 減 免 団 体 が 、 下 表 の 社 会 教 育 関 係 団 体 等 ～ 地 方 公 共 団 体 そ の 他 公 の 機

関 に 該 当 す る 場 合 、 使 用 料 が 減 免 と な る こ と が あ り ま す 。 ま た 、 新 規 の 場 合

や 使 用 料 減 免 団 体 に 変 更 が あ っ た 場 合 は 、 使 用 料 減 免 願 の 原 本 （ 押 印 あ り ）

提 出 が 必 要 に な り ま す 。 詳 し く は 、 担 当 課 ま で お 尋 ね く だ さ い 。  

 

 使 用 料 減 免 団 体  例  申  請  者  
 

    

  

 

 

 

 

減 免  

 

 

  

社 会 教 育 関 係 団 体 等   青 年 団   学 区 連 合 町 内 会 長     

 町 内 会 長  

 婦 人 会   学 区 婦 人 会 会 長  

 Ｐ Ｔ Ａ   学 区 Ｐ Ｔ Ａ 会 長  

 子 ど も 会   学 区 子 ど も 会 会 長  

 ス ポ ー ツ （ 体 育 ） 協 会   学 区 体 育 協 会 会 長  

 ス ポ ー ツ 少 年 団   学 区 体 育 協 会 会 長  

 町 内 会   町 内 会 長  

障 害 者 の 団 体    各 団 体 の 代 表 者  

岡 山 市 ス ポ ー ツ 協 会  

    加 盟 団 体  等  

 競 技 団 体   各 競 技 団 体 の 会 長  

 各 学 区 ス ポ ー ツ  

（ 体 育 ） 協 会 会 長  

地 方 公 共 団 体  

  そ の 他 公 の 機 関  

 各 部 局  

 岡 山 市 教 育 委 員 会  

 主 管 課 長  

 主 管 課 長  

 

一部 
減免  

 

上記以外の団体 

 

 
上記のいずれにも該当しない 

 

 

各団体代表者 

  

 

【④  学校施 設使 用団体 登録申 請書/登録 証】（ ２ 枚 複 写 /定 期 使 用 時 の み ）  

・ 学 校 施 設 使 用 団 体 登 録 申 請 を す る こ と で 、 定 期 使 用 の 一 括 申 請 を す る こ と が  

出 来 ま す 。  

・学 校 施 設 使 用 団 体 登 録 申 請 時 に は 、必 ず 施 設 使 用 時 の ⑤ 団 体 名 簿 と ⑥ 団 体 規  

約 等 （ 作 成 を し て い る 団 体 の み ） を 添 付 し て く だ さ い 。  

＊ 団 体 名 簿 作 成 時 に 新 規 の 会 員 情 報 が 不 明 の 場 合 は 、 確 定 し て い る 会 員 名 を 表  

記 し て く だ さ い 。  
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■ 学 校 施 設 開 放 運 営 委 員 会 で 内 容 確 認 後 、 担 当 課 へ 送 付 。  

 

■ 担 当 課 よ り「 学 校 施 設 使 用 許 可 書 」と「 納 入 通 知 書 」（ 使 用 料 有 料 団 体 の み ）、  

「 学 校 施 設 使 用 団 体 登 録 証 」（ 定 期 使 用 時 の み ）を 学 校 施 設 開 放 運 営 委 員 会 へ 返 送 。  

  

■ 学 校 施 設 開 放 運 営 委 員 会 が 内 容 確 認 後 、「 学 校 施 設 使 用 許 可 書 」に 署 名 押 印 し 、

「 納 入 通 知 書 」 （ 使 用 料 有 料 団 体 の み ） 、 「 学 校 施 設 使 用 団 体 登 録 証 」 （ 定 期

使 用 時 の み ） と 一 緒 に 申 請 団 体 へ 交 付 。  

 

■ 使 用 料 有 料 団 体 は 、 必 ず 納 期 限 （ 原 則 施 設 使 用 日 前 ） ま で に 、 指 定 金 融 機 関  

・ 各 区 役 所 ・ 各 支 所 ・ 各 地 域 セ ン タ ー 等 で 納 入 し て く だ さ い 。  

＊ 許 可 書 お よ び 領 収 証 書 は 、 必 要 時 に 提 示 で き る よ う 必 ず 保 管 し て く だ さ い 。  

（ 使 用 料 還 付 申 請 の 際 は 、 許 可 書 お よ び 領 収 証 書 の 提 出 が 必 要 で す 。 ）  

 
２使用料還付申請手続き 
 

【還付】  

悪天候により、又は市及び学校側の都合（自己都合以外）等により使 用 が で き な  

か っ た 場 合 、 使 用 料 を 還 付 し ま す 。  

＊ 自 己 都 合 で 使 用 を 中 止 す る 場 合 は 対 象 外 の た め 、使 用 料 の 還 付 は あ り ま せ ん 。 

＊ 使 用 責 任 者 が 申 請 し て く だ さ い 。  

 

注 ) 令 和 5年 度 中 （R5.4/1からR6.3/31）に、⾬ 天 または学 校 都 合 により使 用 でき

なかった日 の還 付 を希 望 する場 合 は、期 限 までに必 ず学 校 に提 出 してください。 

*令和5年 度分  還 付申 請 提出 期 限 令 和6年4⽉10日(⽔ ) 

提 出 期 限 を過 ぎると令 和 5年 度 分 の還 付 ができなくなりますのでご注 意 ください。 

＊同 ⼀ 年 度 内 の還 付 申 請 については、随 時 受 付 可 能 です。 
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使用料還付のフローチャート  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

使用中止（悪天候、市・学校都合等） 

市が還付料を振込 ＊完了通知はありません 

学校は市担当課に送付 

【必要書類】 
・既納使用料還付申請書（振込先⼝座を記入したもの） 
・使用期間分の使用料領収証書写し 
・学校施設使用許可書写し（Web申請の場合は不要） 
 

学校で既納使用料還付申請書に使用中⽌の証明をもらう 
 

注  令 和5年 度（対象 期 間）中に使 用 できなかった分の還 付 を希 望する場合 は、 
期限 までに必 ず学校 に提 出 してください。提出 期 限を過 ぎると令和5年 度分の 
還付 ができなくなりますので、申 請 を希 望する場 合はご注 意ください。 
対象 期 間 令 和５年 ４⽉  １日（⼟）から令 和６年３⽉３１日（日） 
提出 期 限 令 和６年 ４⽉1０日（⽔） 
※同 ⼀年 度 内の還 付申 請 については、随 時受 付 可能 です。 
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使用料還付の申請手順 

１．還付申請を希望する団体は、以下の必要書類を提出してください。 

・既納使用料還付申請書 

・使用期間分の使用料領収証書写し 

・学校施設使用許可書写し（Web申請の場合は不要） 

２．学校は、申請書に記載された内容（申請理由及び年月日、申請者記名）を確認し、

確認者欄に先生の署名または記名押印をしてください。 

３．学校から市担当課へ申請書を転送してください。 

４．担当課が内容確認後、申請者に還付（振込）をします。 

  振込完了の案内はありません。通帳記入等でご確認をお願いします。 

 

３実施報告 Web入力の運用方法のまとめ 
 
＊１ 令和５年度よりWeb報告に移行しています。定期・不定期に関わらず、紙の報 

告書の提出は不要ですが、引き続きウェブからの実施報告が必要です。なお、コロ 

ナ５類感染症移行に伴って、令和５年５月８日以降の活動チェックシート入力欄は 

自動省略されています。すべての団体の使用状況の確認と利用統計を目的とし、施 

設整備の実態調査に、集計データを使用することがあります。 

 
＊ 2 毎 回 の 使 用 状 況 に つ い て 、各 団 体 は PCま た は ス マ ホ か ら 操 作 の 上 、Web報 告  

を お こ な っ て く だ さ い 。 実 施 報 告 の 入 力 フ ォ ー ム は 、 定 期 使 用 の 新 規 Web申 請 向  

け [専 用 URLま た は ２ 次 元 コ ー ド ]を 読 み 込 み 、 【 学 校 施 設 開 放 事 業 TOPペ ー ジ 】 

を 開 き ま す 。 ［ ス ポ ー ツ 使 用 ］ ま た は ［ 文 化 活 動 使 用 ］ の ［ 実 施 報 告 ］ を 選 択 し  

入 力 し ま す 。 入 力 フ ォ ー ム の [専 用 URLま た は ２ 次 元 コ ー ド ]は 公 開 さ れ て い な い  

た め 、 わ か ら な い 場 合 は 末 頁 記 載 の 担 当 課 ま で お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。  

 

＊ ３  Web報告は活動１回ごとに行い、確認者欄に報告した方のお名前を入力します。 

確認者は代表者や責任者に限らず、どなたが入力しても構いません。 

 

＊ ４  実 施 報 告 未 入 力 の た め 、 使 用 実 態 の わ か ら な い 団 体 が 見 受 け ら れ ま す 。 団 体

登 録 抹 消 や 再 調 整 の 対 象 と な る 場 合 が あ り ま す の で 、必 ず 入 力 し て く だ さ い 。 
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＊ ５  令 和 ５ 年 度 以 降 、 実 施 報 告 入 力 状 況 の 確 認 用 ［ ユ ー ザ 名 ］ ・ ［ パ ス ワ ー ド ］  

は 各 学 校 施 設 開 放 運 営 委 員 会 と 使 用 団 体 で 共 有 可 能 に な り 、  学 校 単 位 の 報  

告 状 況 を 見 る こ と が で き ま す （ 閲 覧 専 用 の た め 、 並 べ 替 え や 検 索 は 可 、 変 更  

や 削 除 等 の 編 集 作 業 は 不 可 )。学 校 別［ ユ ー ザ 名 ］・［ パ ス ワ ー ド ］が わ か ら  

な い 場 合 は 、 末 頁 記 載 の 担 当 課 に お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。  

 

＊６ 免除団体は、実際に使用した日のみを入力してください。有料使用団体は、使 

用・不使用に関わらず、使用申請した日すべての活動状況を入力してください。 

有料使用団体について、不使用理由の入力がない場合、使用料を還付できない 

ことがありますので、必ず入力するようにしてください。 

 

４その他 
 

・ 運 営 委 員 会 の 構 成 委 員 や 規 約 等 に 変 更 が あ っ た 場 合 は 、 新 し い 名 簿 ・ 規 約 等 を す

み や か に 提 出 し て く だ さ い 。  

・ 緊 急 時 に Ａ Ｅ Ｄ を 使 用 で き る よ う 、 保 管 場 所 や 取 り 出 し 方 を 学 校 へ 確 認 し 、 事 前

に 各 使 用 団 体 へ 周 知 し て く だ さ い 。  

 

・  岡 山 市 ホ ー ム ペ ー ジ に 、関 係 書 類 や 案 内 を 掲 載 し て お り ま す の で ご 活 用 く だ さ い 。 

・  [文 化 活 動 ]_Web申 請 の 入 力 マ ニ ュ ア ル （ 操 作 方 法 ）  

・  [ス ポ ー ツ ]_Web申 請 の 入 力 マ ニ ュ ア ル （ 操 作 方 法 ）  

・  令 和 ６ 年 度 版 _定 期 使 用 Web申 請 に あ た っ て の 注 意 事 項  

・  令 和 ６ 年 度 版 _学 校 施 設 開 放 事 業  書 類 記 入 に あ た っ て の 注 意 事 項  

・  令 和 ６ 年 度 版 _実 施 報 告 書  Web入 力 の 運 用 方 法 の ま と め  

・  令 和 ６ 年 度 版 _学 校 施 設 開 放 事 業 使 用 計 画 書 （ 年 間 カ レ ン ダ ー ）  

・  使 用 料 減 免 願  

・  既 納 使 用 料 還 付 申 請 書  

・  学 校 施 設 使 用 許 可 取 消 願  

・  登 録 事 項 変 更 届  

・  学 校 開 放 施 設 設 備 ・ 備 品 破 損 届  

 

【岡 山 市 トップページ→施 設 案 内 →幼 稚 園 ・学 校 ・教 育 →学 校 開 放 事 業 】 

ホームページアドレスと２次 元 コード 

https://www.city.okayama.jp/shisei/0000020366.html 
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５記入例  

 
 
 

 

 
 
    

① 学校施設使用申請書（定期使用・随時使用） Ｐ１２・１３ 

② 学校施設開放事業使用計画書        Ｐ１４ 

③ 使用料減免願               Ｐ１５ 

④ 学校施設使用団体登録申請書        Ｐ１６ 

◯ 既納使用料還付申請書        Ｐ１７ 

 

記 入 例 
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①学校施設使用申請書（定期使用） 記入例

様式第１号（第６条関係）

岡山市教育委員会　　様

人

※ 円

⑤使用内容がわかる資料等があれば併せて提出すること。

①１～４の必須事項は記入漏れのないようにすること。

②１の人数の内訳記載欄、市内には「市内に在住、在勤、又は在学する者」の人数を、市外はそれ以外の

　者の人数を記載すること。

③※印のところは記入しないこと。

④定期利用申請は使用計画書を添付すること。

25

バレーボール

※この欄は記入しないでください。

２ 使用 施設

岡山市立　　　　大　供　　　　幼稚園　・　小学校　・　中学校

運動場　　　体育館　　　柔剣道場　　　運動場夜間照明　　　

教室等 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

１ 使 用 者

団 体 名 桃太郎スポーツ少年団バレーボール部

使 用 責 任 者
氏 名 山本　桃太郎

住 所

２　有→（金額が確認できる資料を添付すること）

５ 使 用 料

６　その他参考事項

毎週土・日曜日 9:00～12:00

イベント等の参加費徴収の有無 １　無

４ 使用 日時

令 和 年 月 日 （ ） AM ・ PM 時 分 ～ AM ・ PM 時 分

令 和 年 月 日 （ ） AM ・ PM 時 分 ～ AM ・ PM 時 分

令 和 年 月 日 （ ） AM ・ PM 時 分 ～ AM ・ PM 時 分

令 和 年 月 日 （ ） AM ・ PM 時 分 ～ AM ・ PM 時 分

令 和 年 月 日 （ ） AM ・ PM 時 分 ～ AM ・ PM 時 分

令 和 年 月 日 （ ） AM ・ PM 時 分 ～ AM ・ PM 時 分

令 和 年 月 日 （ ） AM ・ PM 時 分 ～ AM ・ PM 時 分

令 和 年 月 日 （ ） AM ・ PM 時 分 ～ AM ・ PM 時 分

３ 使用 目的

(市内20人・市外５人）

  No. 　 学校施設使用申請書

以下のとおり施設の使用許可を受けたいので申請します。

         令和　〇年　３月　１５日

携帯 090-〇〇××-△△〇〇

E-mail

人 数

岡山市北区大供一丁目1-1

電 話 番 号 等

自宅 086-803-○○×× FAX

課長 課長補佐 係長・主査・係員 担当者

〇 ４ １ 木

〇 ３ ３１ 木

使用する曜日と時間を記入してください。

注）ここで指定する以外の曜日・時間に

使用する場合は新たに申請が必要です。

使用人数

【名簿】≧【団体登録申請書】≧【使用申請書】

名簿の人数が最大になるようにしてください。

開始時間が午前８時３０分より前の場合は

学校・地域との調整を行い

（時間外調整済）と記入してください。

市内：岡山市内在住、在勤、在学の人数

市外：市内以外の人数

！複写２枚目の日付は絶対に記入しないでください。

あやまって記入した場合は申請書の書き直しをお願いします。

使用日の1か月前から

10日前までの日付を

和暦で記入してください。

すべての書類の

申請日を統一してください。
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①学校施設使用申請書（不定期・随時使用） 記入例

様式第１号（第６条関係）

岡山市教育委員会　　様  

人

※ 円

④定期利用申請は使用計画書を添付すること。

②１の人数の内訳記載欄、市内には「市内に在住、在勤、又は在学する者」の人数を、市外はそれ以外の

⑤使用内容がわかる資料等があれば併せて提出すること。

(市内20人・市外５人）

　者の 人数を記載すること。

③※印のところは記入しないこと。

イベント等の参加費徴収の有無 １　無

２　有→（金額が確認できる資料を添付すること）

①１～４の必須事項は記入漏れのないようにすること。

 

３ 使用 目的 バドミントン

５ 使 用 料 ※この欄は記入しないでください。

６　その他参考事項                (時間外調整済)

４ 使用 日時

令 和 年 月 日 （ ） AM ・ PM 時 分 ～ AM ・ PM 時 分

令 和 年 月 日 （ ） AM ・ PM 時 分 ～ AM ・ PM 時 分

令 和 年 月 日 （ ） AM ・ PM 時 分 ～ AM ・ PM 時 分

令 和 年 月 日 （ ） AM ・ PM 時 分 ～ AM ・ PM 時 分

令 和 年 月 日 （ ） AM ・ PM 時 分 ～ AM ・ PM 時 分

令 和 年 月 日 （ ） AM ・ PM 時 分 ～ AM ・ PM 時 分

令 和 年 月 日 （ ） AM ・ PM 時 分 ～ AM ・ PM 時 分

令 和 年 月 日 （ ） AM ・ PM 時 分 ～ AM ・ PM 時 分

人 数 25

２ 使用 施設

岡山市立　　　　大　供　　　　幼稚園　・　小学校　・　中学校

運動場　　　体育館　　　柔剣道場　　　運動場夜間照明　　　

教室等 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

１ 使 用 者

団 体 名 白桃バドミントンクラブ

使 用 責 任 者
氏 名 田中　金太郎

住 所 岡山市北区鹿田1-1

電 話 番 号 等

自宅 086-803-○○△△ FAX

携帯 090-△△××-○○××

E-mail

  No. 　 学校施設使用申請書

以下のとおり施設の使用許可を受けたいので申請します。

         令和　〇年　３月　１５日

課長 課長補佐 係長・主査・係員 担当者

〇 ４ ４ 日

7 00 9 00

7 00 9 00

〇 ４ ３ 土

！複写２枚目の日付は絶対に記入しないでください。

あやまって記入した場合は申請書の書き直しをお願いします。

使用日の1か月前から

10日前までの日付を

和暦で記入してください。

すべての書類の

申請日を統一してください。

市内：岡山市内在住、在勤、在学の人数

市外：市内以外の人数

午前８時３０分より前に使用の場合は

学校・地域との調整を行い

（時間外調整済）と記入してください。
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日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
27 28 29 30 31 1 2 25 26 27 28 29 30 1
3 4 5 6 7 8 9 回 2 3 4 5 6 7 8 回

4 10 11 12 13 14 15 16 10 9 10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22 23 ※ 16 17 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29
1 ## 30 31

円 円

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7 30 31 1 2 3 4 5
8 9 10 11 12 13 14 回 6 7 8 9 10 11 12 回

5 15 16 17 18 19 20 21 11 13 14 15 16 17 18 19
22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26

29 30 31 1 2 3 4 27 28 29 30 1 2 3

5 6 4 5
円 円

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
29 30 31 1 2 3 4 27 28 29 30 1 2 3
5 6 7 8 9 10 11 回 4 5 6 7 8 9 10 回

6 12 13 14 15 16 17 18 12 11 12 13 14 15 16 17

19 20 21 22 23 24 25 ※ 18 19 20 21 22 23 24 ※
26 27 28 29 30 1 2 25 26 27 28 29 30 31
3 4 1 2

円 円

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
26 27 28 29 30 1 2 1 2 3 4 5 6 7
3 4 5 6 7 8 9 回 8 9 10 11 12 13 14 回

7 10 11 12 13 14 15 16 1 15 16 17 18 19 20 21

17 18 19 20 21 22 23 ※ 22 23 24 25 26 27 28 ※
24 25 26 27 28 29 30 29 30 31 1 2 3 4
31 1 5 6

円 円

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
31 1 2 3 4 5 6 29 30 31 1 2 3 4

7 8 9 10 11 12 13 回 5 6 7 8 9 10 11 回

8 14 15 16 17 18 19 20 2 12 13 14 15 16 17 18
21 22 23 24 25 26 27 ※ 19 20 21 22 23 24 25 ※
28 29 30 31 1 2 3 26 27 28 1 2 3 4
4 5 5 6

円 円

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
28 29 30 31 1 2 3 26 27 28 1 2 3 4

4 5 6 7 8 9 10 回 5 6 7 8 9 10 11 回

9 11 12 13 14 15 16 17 3 12 13 14 15 16 17 18
18 19 20 21 22 23 24 ※ 19 20 21 22 23 24 25 ※
25 26 27 28 29 30 1 26 27 28 29 30 31 1
2 3 2 3

円 円

回 円

120
時間

※ ※

※

※

※

※

※ ※

※

※

※

※

使用回数10 10

運動 場の
夜間 照明
使用 合計

運動 場の
夜間 照明
使用 合計

運動 場の
夜間 照明
使用 合計

運 動 場
照明 使用
合計 時間

運動 場の
夜間 照明
使用 合計

運動 場の
夜間 照明
使用 合計

支払方法
（いずれかを○してください）

【　一括　・　6ヶ月毎　・　4ヶ月毎　・　3ヶ月毎　・　2ヶ月毎　・　1ヵ月毎　】

8

8

9 10

16

16

9

合計 使用回数
運動場の
夜間照明
使用合計

使用料
※以下の支払方法の

選択をしてください

運動 場の
夜間 照明
使用 合計

運動 場の
夜間 照明
使用 合計

月 月
時間 時間

使 用 料 使 用 料

## 使用回数 ##

月 月
時間 時間

使 用 料 使 用 料

## 使用回数 ## 使用回数 88

月 月
時間 時間

使 用 料 使 用 料

## 使用回数 ## 使用回数 8

月 月
時間 時間

使 用 料 使 用 料

使 用 料

## 使用回数 ## 使用回数

使用回数

運 動 場
照明 使用
合計 時間

運動 場の
夜間 照明
使用 合計

月 月
時間 時間

使 用 料

## 使用回数 ##

※ ※

運動 場の
夜間 照明
使用 合計

運動 場の
夜間 照明
使用 合計

月 月
時間 時間

使 用 料 使 用 料

※使用予定日を○で囲んでください

## 使用回数 ## 使用回数

団 体 名 桃太郎スポーツ少年団バレーボール部

代 表 者 氏 名 山本　桃太郎

使 用 施 設 体育館・柔剣道場・運動場・運動場夜間照明・教室（電気使用・未使用）・その他（　    　 　 　　　）

令和 4 年度 2022

使 用 校 岡山市立　　大供　小学校・中学校・学園

学校施設開放事業（定期使用団体）使用計画書

【良い記入例】

使用日の特定ができる

【悪い記入例】

使用日の特定ができない

使用申請書と同じ団体名を記入してください。

使用申請書と同じ責任者名を記入してください。

使用予定日を○で囲んでください。

注意：使用日が特定できるように○で囲んでください。

月使用回数を記入してください。

※有料団体は月使用料を記入してください。

体育館・柔剣道場 1日1回…520円

運動場夜間照明 1時間…1,040円

教室等電気を使用する場合 1日1教室‥620円

※有料団体のみ、希望の支払い回数を○で囲んでください。

可能な限り、一括か６ヶ月払いにご協力をお願いします。

※運動場夜間照明を使用する有料団体は、

使用時間を記入してください。

運動場夜間照明を使用しない団体は不要です。
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〇 年 3 月 15 日

下記のとおり、施設を使用したいので、使用料を減免してくださるようお願いします。

　岡山市立 幼稚園 ・ 小学校 ・ 中学校

③使用料減免願 記入例

課長 担当者

佐藤　金治郎

使 用 料 減 免 願

岡山市長　　様

団 体 名 ○○体育協会

代 表 者 職 名 会長

課長補佐 係長・主査・係員

氏 名

様式第3号（第7条の2関係）

記

１．

使 用 団 体 名 桃太郎スポーツ少年団バレーボール部

責 任 者 名 山本  桃太郎

令和

４． 使 用 日 時
令和〇.4.1～令和〇.3.31

毎週土・日曜日 9:00～12:00

２． 使 用 目 的 バレーボール

３． 使 用 施 設

大　供

体 育 館

運動場夜間照明施設

柔 剣 道 場

教室等（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

各上部団体が申請してください。

使用料を伴う場合は、

使用団体代表者が申請してください。

（P6参照）

☆全額免除団体

…各上部団体が記入。

（学区体育協会・競技協会

・町内会・PTA・子ども会等）

☆減免団体（有料）

…使用団体代表者が記入。

→上部と枠内は同じ団体名

使用日の

1か月前から10日前の日付を

記入してください。
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④学校施設使用団体登録（定期使用団体） 記入例

様式第１号（第3条関係）

・ ・

幼稚園 ・ 小学校 ・ 中学校

体育館

柔剣道場

運動場

運動場夜間照明

団 体 名 桃太郎スポーツ少年団バレーボール部

課長 課長補佐 係長・主査・係員 担当者

令和 〇 年３月１５日

岡山市教育委員会　　様

学校施設使用団体登録申請書

このことについて，次のとおり登録を受けたく，岡山市学校施設開放事業の実施に関する要綱

（平成１３年市教育委員会告示第２号）第２条の規定により申請します。　　　　　

団 体 代 表 者 氏名

連絡先電話番号　　（　　　    　　）　　  　  　　　　－

住所

山本　桃太郎

岡山市北区大供一丁目1-1

中学生（　　　　　　　　人） 中学生（　　　　　　　　人）

高校生（　　　　　　　　人） 高校生（　　　　　　　　人）

使 用 目 的 バレーボール

会 員 数

　男　　　　　　　　　　　人 　女　　　　　　　　　　　人 合計　　　　　　　　　　　人

　【　内　訳　】 　【　内　訳　】

幼   児（　　　　　　　　人） 幼   児（　　　　　　　　人）

小学生（　　　　　　　　人） 小学生（　　　　　　　　人）

岡山市立  大　供

一　 般（　　　　　　　　人） 一　 般（　　　　　　　　人）

使 用 施 設

教室等(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

1 24 25

4

20

1

086 803 ○○××

男女別に内訳を

記入してください。

【名簿】≧【団体登録申請書】≧【使用申請書】

名簿記載の人数以下にしてください。

! すべての書類の申請日を統一してください。

! 使用日の1か月前から10日前までの日付を和暦で記入してください。

！複写２枚目の日付は絶対に記入しないでください。

あやまって記入した場合は、申請書を書き直してください。
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既 納 使 用 料 還 付 申 請 書  記 入 例  

既 納 使 用 料 還 付 申 請 書  

〈  申  請  理  由  〉  

１  使 用 者 が 、 不 可 抗 力 に よ り 使 用 で き な か っ た と き 。  

 年 月 日  令和〇年5月5日 

R33 
理  由  雨でグラウンドが使用できなかったため。 

 ２  市 及 び 学 校 の 都 合 に よ り 、 使 用 許 可 を 取 り 消 さ れ た と き 。  

 年 月 日   

理  由   

 ３  そ の 他  

 年 月 日   

理  由   

学 校 開 放 の 使 用 料 を 納 付 し 、 使 用 許 可 を 受 け て い ま し た が 、 上 記 理 由 に よ り 使 用 で き

な か っ た の で 、既 納 使 用 料 を 還 付 し て く だ さ る よ う 申 請 し ま す 。な お 、振 込 み の 場 合 は 、

下 記 口 座 名 義 人 を 代 理 人 と 定 め 受 領 を 委 任 し ま す 。  

 

 令 和  〇  年  6 月  10  日  

 岡 山 市 長  様   

               団  体  名   チ ー ム マ ス カ ッ ト        

               住    所   岡 山 市 北 区 大 供 1丁 目 1-1   

               申 請 者 氏 名   岡 山  桃 太 郎           
【振込先口座】  

金融機関名  支店等名  預金種別  口座番号  
〇〇銀行 〇〇支店 普通・当座  1234567 

口座名義人  口座名義人 (ﾌﾘｶﾞﾅ )  
岡山 桃太郎 オカヤマ モモタロウ 

郵便番号  口座名義人住所  
700-8544 岡山市北区大供一丁目1-1 

（ 学 校 で 記 入 を お 願 い し ま す 。 ）  

    上 記 申 請 理 由 に 相 違 な い こ と を 認 め ま す 。   

 
     令 和  〇 年  6  月  10  日   
     岡 山 市 立   大 供 小  学 校      確 認 者  〇 〇  〇 〇   

 

 

施  設  名  納 入 年 月 日  還 付 額  

岡山市立   大 供 小   学校 

体育館・柔剣道場・運動場夜間照明・教室等  

 

令和〇年４月 30 日 
円 

 

2,080 

令 和 〇 年 ５ 月 分 の 使 用 料 を  

収 め た 日 。 未 記 入 で も 可 。  

使用許可書の責任者が 

申請してください。 

理 由 1～ ３ の 合 計 日 数 × 

使 用 料 単 価 。未 記 入 で も 可 。 

教頭先生（副校長先生）の

確認をお願いします。 
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○岡山市学校施設開放事業の実施に関する規則 

平成１３年１月２３日 

市教育委員会規則第１号 

改正 平成２２年１月２６日市教育委員会規則第１号 

平成２３年１０月２１日市教育委員会規則第１９号 

平成２６年３月３１日市教育委員会規則第１２号 

平成３０年１０月２６日市教育委員会規則第３５号 

令和元年９月２０日市教育委員会規則第１３号 

令和２年４月１日市教育委員会規則第１３号 

令和３年３月３１日市教育委員会規則第１１号 

令和３年１１月１日市教育委員会規則第１８号 

岡山市立小学校及び中学校の体育施設開放に関する規則（昭和５１年市教育委員会規則

第７号）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この規則は，学校施設開放事業（社会教育法（昭和２４年法律第２０７号）第４

４条及びスポーツ基本法（平成２３年法律第７８号）第１３条の規定により本市が設置

する学校の施設を社会教育及びスポーツのための利用に供する事業をいう。以下「開放

事業」という。）の実施に関し，岡山市立学校管理規則（昭和３８年市教育委員会規則

第６号）の特例事項等の必要な事項について定めるものとする。 

（開放校等の指定） 

第２条 開放事業を実施する学校は，岡山市教育委員会（以下「教育委員会」という。）

が指定する。 

２ 教育委員会は，前項の指定をするに当たっては，地域の実情，学校施設の状況等を総

合的に勘案するほか，あらかじめ指定しようとする学校の長の意見を聴くものとする。 

（開放施設等の指定） 

第３条 開放事業を実施する施設は，前条の規定に基づき指定を行った学校の次に掲げる

施設の中から，教育委員会が指定するものとする。 

（１） 体育施設 運動場，体育館，柔剣道場及びプール並びにこれらの付帯設備 
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（２） 文化施設 特別教室，余裕教室等 

（開放時間帯等） 

第４条 開放事業を実施する時間帯は，原則として別表の定めるところによる。 

（開放事業の中止等の申出） 

第５条 開放事業の実施の指定を受けた学校の長は，開放事業の実施が学校教育上支障が

あると認めるときは，いつでも教育委員会に対し，事業を一時的に中止し，又は指定を

解除し，若しくは指定内容を変更すべき旨を申し出ることができる。 

（開放施設の利用） 

第６条 第３条の指定を受けた学校施設（以下「開放施設」という。）を利用しようとす

る者は，教育委員会に申請し，その許可を受けなければならない。 

２ 前項の許可を受けようとする者は，開放施設を使用しようとする日の１月前から１０

日前まで（プールを使用する場合は当日まで）に，学校施設使用申請書（様式第１号）

を提出しなければならない。ただし，教育委員会が別に定めるところにより登録を受け

た団体（以下「登録団体」という。）にあっては，１年度分の定期利用を一括して申請

することができる。 

３ 教育委員会は，前項の申請書の提出があった場合においては，必要な審査を行い，次

に掲げる要件に該当する場合に限り，第１項の許可をするものとする。 

（１） 主に市内に在住し，在勤し，又は在学する者で構成された団体で，かつ，成人

の使用責任者がいること。 

（２） 開放施設の属する学校の長が学校教育上支障がないことを認めていること。 

（３） 社会教育法第２３条に規定する趣旨に反した利用でないこと。 

（４） 学校施設の管理上支障がないこと。 

（５） その他教育委員会が必要と認める要件に該当していること。 

４ 教育委員会は，第１項の許可をしたときは，学校施設使用許可書（様式第２号）によ

り，申請者に通知するものとする。 

（使用料） 

第７条 学校施設の利用に係る使用料については，岡山市立学校条例（昭和３９年市条例

第４９号）の定めるところによる。 
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（使用料の減免） 

第７条の２ 岡山市立学校条例第３条第２項の規定により使用料を減免することができる

場合及びその減免の額は次のとおりとする。 

（１） 次に定める団体が使用する場合 全額 

ア 社会教育関係団体 

イ 障害者の団体 

ウ 一般財団法人岡山市スポーツ協会加盟団体 

エ 地方公共団体その他公の機関 

（２） 前号以外の団体が体育館又は柔剣道場を使用する場合 使用料の額が５２０円

となるまでの額 

（３） プール（温水プールを除く。）を使用する場合 教育委員会が定める額 

２ 使用料の減免を受けようとする団体は，学校施設使用申請の提出を行う際に，使用料

減免願（様式第３号）を併せて提出しなければならない。 

（使用料の還付） 

第７条の３ 岡山市立学校条例第４条の規定により使用料を還付できる場合は，次のとお

りとする。 

（１） 災害又は不可抗力により開放施設が使用できなかったとき。 

（２） 市又は学校の都合により開放施設の使用許可を取り消したとき。 

（３） 開放施設の使用許可を受けた者からの使用許可取消の申し出につき，やむを得

ないと理由があると認めたとき。 

（使用の手続） 

第８条 開放施設の使用許可を受けた者（登録団体を除く。）は，使用当日，学校施設使

用許可書を施設管理人に提示しなければならない。 

（使用者の遵守事項） 

第９条 第６条第１項の許可を受けた者（以下「使用者」という。）は，次に掲げる事項

を遵守しなければならない。 

（１） 使用の権利を他に譲渡し，又は転貸しないこと。 

（２） 利用に当たっては，常に事故防止に努めること。 

 20



（３） 開放施設（設備，備品等を含む。）をき損し，滅失し，又は亡失したときは，

速やかに学校開放施設設備・備品破損届（様式第４号）を提出し，教育委員会の指示

に従い，その損害を賠償し，又は原状回復すること。 

（４） その他教育委員会が必要と認めること。 

（使用の中止） 

第１０条 教育委員会は，使用者がこの規則又はこの規則に基づく実施細目に違反した場

合又は開放事業の実施が学校教育上支障があると認められる場合には，使用の中止命令

その他の必要な措置をとることができる。 

（開放事業の運営委託） 

第１１条 教育委員会は，開放事業の円滑な運営及び管理に必要な限度で，当該事業の実

施に関する事務の一部を，適当と認める団体に委託することができる。 

（その他） 

第１２条 この規則の施行について必要な事項は，教育委員会が別に定める。 

附 則 

１ この規則は，平成１３年４月１日から施行する。 

２ 岡山市立学校・園の学校施設の開放に関する規則（平成４年市教育委員会規則第１２

号）は，廃止する。 

附 則（平成２２年市教育委員会規則第１号） 

この規則は，平成２２年４月１日から施行する。 

附 則（平成２３年市教育委員会規則第１９号） 

この規則は，公布の日から施行する。 

附 則（平成２６年市教育委員会規則第１２号） 

この規則は，平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（平成３０年市教育委員会規則第３５号） 

この規則は，平成３１年４月１日から施行する。 

附 則（令和元年市教育委員会規則第１３号） 

この規則は，令和元年１０月１日から施行する。 

附 則（令和２年市教育委員会規則第１３号） 
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この規則は，令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年市教育委員会規則第１１号） 

この規則は，令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年市教育委員会規則第１８号） 

この規則は，令和３年１１月１日から施行する。 

別表（第４条関係） 

１ 体育施設 

施設

曜日 

体育館 

柔剣道場 

運動場 夜間照明施設 プール 

土曜日・日曜日・    

祝日・学校休業日 

８：３０ 

～２１：００ 

８：３０ 

～２１：００ 

１８：００ 

～２１：００ 

１３：００ 

～２０：００ 

平日 放課後 

～２１：００ 

放課後 

～２１：００ 

１８：００ 

～２１：００ 

  

２ 文化施設（教室等） 

施設

曜日 

教室 

土曜日・日曜日・祝日・学校休業日 ８：３０～２１：００ 

平日 放課後～２１：００ 

（備考） 使用期間及び使用時間については，体育施設及び文化施設ともに地域の要望，

各学校の実情等に応じて決定できるものとする。 

 22



様式第１号（第６条関係）

岡山市教育委員会　　様

人

※

FAX

団 体 名

使 用 責 任 者
氏 名

住 所

電 話 番 号 等

自宅

  No. 　 学校施設使用申請書

以下のとおり施設の使用許可を受けたいので申請します。

令和　     年　　   月　　  日

４ 使用 日時

令 和 年 月 日 （ ） 時 分 ～ 時 分

令 和 年 月 日 （ ） 時 分 ～ 時 分

令 和 年 月 日 （ ） 時 分 ～ 時 分

令 和 年 月 日 （ ） 時 分 ～ 時 分

令 和 年 月 日 （ ） 時 分 ～ 時 分

令 和 年 月 日 （ ） 時 分 ～ 時 分

令 和 年 月 日 （ ） 時 分 ～ 時 分

令 和 年 月 日 （ ） 時 分 ～ 時 分

３ 使用 目的

④定期利用申請は使用計画書を添付すること。

⑤使用内容がわかる資料等があれば併せて提出すること。

(市内　　人・市外　　人）

５ 使 用 料 　　　　　　　円

６　その他参考事項

２　有→（金額が確認できる資料を添付すること）

イベント等の参加費徴収の有無 １　無

①１～４の必須事項は記入漏れのないようにすること。

２ 使用 施設

岡山市立　　　　　　　　　　　　　　　　　　幼稚園　・　小学校　・　中学校

運動場　　　体育館　　　柔剣道場　　　運動場夜間照明　　　

②１の人数の内訳記載欄、市内には「市内に在住、在勤、又は在学する者」の人数を、市外はそれ以外の

　者の人数を記載すること。

人 数

③※印のところは記入しないこと。

教室等 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

１ 使 用 者

携帯  

E-mail
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様式第２号（第６条関係）

下記のとおり施設の使用を許可する。　　　

人

※

 この許可書は，運営委員会会長印の押印によって発効します。

◎使用者のみなさんにお願い
　　　（１）弁当がら，ジュース，空缶等のゴミは必ず持ち帰りましょう。
　　　（２）学校敷地内は，全面禁煙です。
　　　（３）使用後は清掃等をし，原状回復と火気等再点検に努めましょう。
　　　（４）気持ちのよい施設で活動ができるようみなさん協力してください。
　　　（５）許可した場所以外には立ち入らないでください。

　　会長

５ 使 用 料 　　　　　　　円

６　その他参考事項

岡山市立　　　　　　　　　　　学校施設開放運営委員会

４ 使用 日時

令 和 年 月 日 （ ） 時 分 ～ 時 分

令 和 年 月 日 （ ） 時 分 ～ 時 分

令 和 年 月 日 （ ） 時 分 ～ 時 分

令 和 年 月 日 （ ） 時 分 ～ 時 分

令 和 年 月 日 （ ） 時 分 ～ 時 分

令 和 年 月 日 （ ） 時 分 ～ 時 分

令 和 年 月 日 （ ） 時 分 ～ 時 分

令 和 年 月 日 （ ） 時 分 ～ 時 分

３ 使用 目的

人 数

２ 使用 施設

岡山市立　　　　　　　　　　　　　　　　　　幼稚園　・　小学校　・　中学校

運動場　　　体育館　　　柔剣道場　　　運動場夜間照明　　　

教室等 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

１ 使 用 者

団 体 名

使 用 責 任 者
氏 名

住 所

電 話 番 号 等

自宅 FAX

携帯  

E-mail

  No. 　  学校施設使用許可書

　　　　　　　　　　　　　　　　様

岡山市教育委員会

令和　     年　　   月　　  日
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年 月 日

下記のとおり、施設を使用したいので、使用料を減免してくださるようお願いします。

　岡山市立 幼稚園 ・ 小学校 ・ 中学校

様式第3号（第7条の2関係）

使 用 料 減 免 願

岡山市長　　様

記

氏 名

代 表 者 職 名

団 体 名

令和

４． 　

　

体 育 館

運動場夜間照明施設

柔 剣 道 場

２．

使 用 日 時

教室等（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　

３．

１．

使 用 団 体 名

使 用 施 設

責 任 者 名

使 用 目 的

※「使用料減免願」は岡山市ホームページからダウンロードできます

Ｐ１０ 「４その他」を参照してください
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様式第４号(第９条関係) 
 

学校開放施設設備・備品破損届 
 

令和  年  月  日 
 

岡山市教育委員会 様 
 
  下記のとおりお届けします。 
 

団 体 名  
 

使用責任者  
住 所            
氏 名            

 
記 

 

 

 
 

１ 破 損 品 名 
 

２ 破 損 日 時 令和  年  月  日（  ）   時  分 

３ 
 

破 損 発 生 状 況 
（ 具 体 的 に ） 

 

４ 施 設 名 岡山市立         幼稚園・小学校・中学校 
運動場・体育館・柔剣道場・教室等（        ） 

 
 

※「使用料減免願」は岡山市ホームページからダウンロードできます 
  Ｐ１０ 「４その他」を参照してください 
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○岡山市学校施設開放事業の実施に関する要綱 

平成１３年１月２３日 

市教育委員会告示第２号 

改正 平成１４年３月２０日市教育委員会告示第８号 

平成１８年６月２７日市教育委員会告示第１６号 

平成２２年１月２６日市教育委員会告示第２号 

平成３０年１０月２６日市教育委員会告示第１２号 

令和３年３月３１日市教育委員会告示第６号 

令和３年１１月１日教育委員会告示第１４号 

（趣旨） 

第１条 この告示は，岡山市学校施設開放事業の実施に関する規則（平成１３年市教育委

員会規則第１号。以下「規則」という。）の施行について，必要な事項を定めるものと

する。 

 （利用団体の要件） 

第２条 規則第６条第３項第１号に規定する主に市内に在住し，在勤し，又は在学する者

で構成された団体とは，団体の構成員の過半数が市内に在住し，在勤し，又は在学する

者であること。 

（定期利用団体の登録申請） 

第３条 規則第６条第２項に規定する登録を受けようとする団体の代表者は，毎年度，学

校施設使用団体登録申請書（様式第１号）を岡山市教育委員会（以下「教育委員会」と

いう。）に提出しなければならない。 

２ 前項の申請書には，次に掲げる書面を添付しなければならない。ただし，第１号の書

面にあっては，これを作成している場合に限る。 

（１） 規約その他団体の運営等に係る基本的事項を記載した書面 

（２） 役員その他構成員の名簿 

（３） その他教育委員会が必要と認める書面 

３ 教育委員会は，前２項の申請書等の提出があったときは，その内容を審査し，適当と

認めるときは，学校施設使用団体登録証（様式第２号）を申請者に交付するものとする。 
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（変更の届出） 

第４条 前条の規定により登録を受けた団体（以下「登録団体」という。）の代表者は，

団体名，団体代表者，使用施設又は使用目的につき変更があったときは，遅滞なく登録

事項変更届（様式第３号）を教育委員会に提出しなければならない。 

（登録の抹消等） 

第５条 教育委員会は，登録団体が次に掲げる事項に該当すると認めるときは，登録を抹

消することができる。 

（１） 偽りその他不正な手段により登録を受けたとき。 

（２） 規則及びこの要綱並びにこれらに基づく処分に付された条件に違反したとき。 

（３） その他教育委員会の指示に従わなかったとき。 

（事業の委託等） 

第６条 規則第１１条の規定に基づき，開放事業を委託する団体は，次の各号に掲げる要

件のいずれをも満たす団体とする。 

（１） 代表者の定めがあり，財産の管理・処分方法等団体としての主要な事項が確立

していること。 

（２） 当該開放事業の実施の指定を受けた学校の利用団体の構成員を中心として組織

されていること。 

（３） 専任の会計責任者があり，適正な財産管理ができること。 

（４） 施設管理人を配置できること。 

２ 開放事業の委託を受けた団体は，その事務を適正に遂行するため，委託仕様書に反し

ない範囲で事務処理のための基準を設けることができる。 

（その他） 

第７条 この告示の施行について必要な事項は，教育委員会が別に定める。 

附 則 

この告示は，平成１３年４月１日から施行する。 

附 則（平成１４年市教育委員会告示第８号） 

この告示は，平成１４年４月１日から施行する。 

附 則（平成１８年市教育委員会告示第１６号） 
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この告示は，平成１８年７月１日から施行する。 

附 則（平成２２年市教育委員会告示第２号） 

この告示は，平成２２年４月１日から施行する。 

附 則（平成３０年市教育委員会告示第１２号） 

この告示は，公布の日から施行する。 

附 則（令和３年市教育委員会告示第６号） 

この告示は，令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年市教育委員会告示第１４号） 

この告示は，令和３年１１月１日から施行する。 
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様式第１号（第３条関係）

・ ・

幼稚園 ・ 小学校 ・ 中学校

体育館

柔剣道場

運動場

運動場夜間照明

　　　令和　　　年　　　月　　　日

一　 般（　　　　　　　　人） 一　 般（　　　　　　　　人）

使 用 施 設

岡山市立

教室等(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

使 用 目 的

会 員 数

　男　　　　　　　　　　　人 　女　　　　　　　　　　　人 合計　　　　　　　　　　　人

　【　内　訳　】 　【　内　訳　】

幼   児（　　　　　　　　人） 幼   児（　　　　　　　　人）

小学生（　　　　　　　　人） 小学生（　　　　　　　　人）

中学生（　　　　　　　　人） 中学生（　　　　　　　　人）

高校生（　　　　　　　　人） 高校生（　　　　　　　　人）

団 体 代 表 者

住所

氏名

連絡先電話番号　　（　　　    　　）　　  　  　　　　－

岡山市教育委員会　　様

学校施設使用団体登録申請書

このことについて，次のとおり登録を受けたく，岡山市学校施設開放事業の実施に関する要綱

（平成１３年市教育委員会告示第２号）第２条の規定により申請します。　　　　　

団 体 名

 30



様式第２号（第３条関係）

　　 　令和　　　年　　　月　　　日
　　下記の団体は、学校施設使用登録団体であることを証する。

岡山市教育委員会　

・ ・

幼稚園 ・ 小学校 ・ 中学校

体育館

柔剣道場

運動場

運動場夜間照明

注意事項
　　①　この証は必ず使用責任者が所持してください。
　　②　この証を紛失したときは、速やかに岡山市教育委員会に連絡し再交付を受けてください。
　　③　開放時間（特に終了時間）を厳守し、目的以外に学校施設を使用しないこと。
　　④　使用を許可された施設以外に立ち入らないこと。
　　⑤　使用後は原状に復し、清掃整備を完全に行うこと。
　　⑥　遵守事項を守らないときは、使用の中止または登録を取り消すことがある。

一　 般（　　　　　　　　人） 一　 般（　　　　　　　　人）

使 用 施 設

岡山市立

教室等(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

使 用 目 的

会 員 数

　男　　　　　　　　　　　人 　女　　　　　　　　　　　人 合計　　　　　　　　　　　人

　【　内　訳　】 　【　内　訳　】

幼   児（　　　　　　　　人） 幼   児（　　　　　　　　人）

小学生（　　　　　　　　人） 小学生（　　　　　　　　人）

中学生（　　　　　　　　人） 中学生（　　　　　　　　人）

高校生（　　　　　　　　人） 高校生（　　　　　　　　人）

学校施設使用団体登録証

団 体 名

団 体 代 表 者

住所

氏名

連絡先電話番号　　（　　　    　　）　　  　  　　　　－
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様式第３号(第４条関係) 
 

  令和  年  月  日 
 

岡山市教育委員会 様 
 

登録事項変更届 

団 体 名  

団 体 代 表 者 
住 所  

氏 名  

使 用 学 校 岡山市立  

 
 このことについて，以下のとおり変更がありましたので，岡山市学校施設開放事業の実施に関する

要綱（平成１３年市教育委員会告示第２号）第４条の規定によりお届けします。 

団 体 名   

団 体 代 表 者 

 
住所 
  
氏名              
  
連絡先電話番号  
 

使 用 施 設 

 
体育館 
 
柔剣道場 
 
運動場 
 
運動場夜間照明 
 
教室等(          )  
 

使 用 目 的 
 

 
＊ 変更のあった箇所のみ記入すること 
 

※「登録事項変更届」は岡山市ホームページからダウンロードできます 

  Ｐ１０ 「４その他」を参照してください 
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学校施設開放事業実施要項 

 

１ 趣旨 

この要項は、岡山市学校施設開放事業の実施に関する規則（平成１３年市教育委員

会規則第１号。以下「規則」という。）及び岡山市学校施設開放事業の実施に関する

要綱（平成１３年市教育委員会告示第２号。以下「要綱」という。）に定めるものの

ほか、規則第１２条の規定に基づき、市立学校の学校施設の開放について必要な事項

を定める。 

 

２ 開放事業の目的 

市内における社会教育振興策の一環として、市立学校の施設（体育施設・文化施設）

を学校教育に支障のない範囲で開放し、市民の体力づくり，レクリエーション活動及

び生涯学習の支援に資する。 

 

３ 開放校の指定 

開放事業を実施する学校（以下「開放校」という。）は、地域の実情、学校施設の

状況等を考慮して学校長の意見を聴いて、教育委員会が指定する。 

 

４ 開放場所と実施種目 

開放校の体育施設（運動場、体育館、柔剣道場及びプール並びにこれらの付帯設備）

及び文化施設（特別教室、余裕教室等）を開放するが、各校の開放場所、実施種目に

ついては別に定める。 

 

５ 開放日及び時間 

学校施設を使用できる日及び時間は、別表１の範囲内とする。 

 

６ 使用の対象者 

団体の構成員の過半数が市内に在住し、在勤し、又は在学する者であり、かつ、成

人の使用責任者がいる団体であること。 

 

７ 学校施設開放運営委員会等 

(1) 地域の代表者、開放事業の利用者等は、開放校ごとに、開放事業の円滑な運営及

び管理を図ることを目的とする学校施設開放運営委員会等（以下「運営委員会等」

という。）を組織することができる。 

(2) 教育委員会は、運営委員会等に対し、開放事業の事務の一部を委託することがで

きる。 

(3) 教育委員会は、運営委員会等に対し、必要な助言、指導等を行うものとする。 
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８ 開放の形態 

開放の形態は、次のとおりとする。 

(1) 一般開放 施設管理人（１人）を配置し、１か月前から１０日前まで（プールを

使用する場合は当日まで）に申請を受け付けて日時を指定して開放すること。 

(2) 定期開放 一般開放以外の開放で、９に規定する登録団体に限り、当該団体の責

任において開放すること。 

 

９ 登録団体 

(1) 定期利用団体として登録を受けることのできる団体は、６に規定する団体で、施

設を概ね月２回以上定期的に使用するものとする。 

(2) 開放校の登録団体として登録しようとする団体の代表者は、学校施設使用団体登

録申請書（要綱様式第１号）に必要書類を添付して、運営委員会等が組織されてい

る場合はそれを経由し、組織されていない場合は教育委員会に申請し、学校施設使

用団体登録証（要綱様式第２号）の交付を受けなければならない。 

  なお、登録申請をするに当たっては、事前に当該開放校の運営委員会等の調整会

議を経た結果、概ね月２回以上使用する事が見込める場合にのみ申請することが可

能とする。 

(3) 登録団体としての登録の有効期間は、登録された日からその日の属する年度の３

月３１日までとする。 

 

10 使用の申請 

(1) ９で定める登録を受けた団体にあっては、１年度分の申請を一括して申請するこ

とができる。 

(2) 前号以外の団体で開放施設の使用許可を受けようとするものは学校施設使用申

請書（規則様式第１号）により原則として１か月前から１０日前までに当該開放校

の運営委員会等を経由して教育委員会に申請しなければならない。 

 

11 使用調整 

使用調整に当たっては、各運営委員会等で定めた調整基準がある場合はそれに従い、

また、定めていない運営委員会等においては別紙調整要領を参考にして調整を図るも

のとする。ただし、各運営委員会等で調整基準を定めた場合においては、事前に教育

委員会の承認を得ること。 

 

12 使用の許可 

(1) 教育委員会は、開放施設の使用を許可したときは、学校施設使用許可書（規則様

式第２号）を交付するものとする。 

(2) 登録団体から年間の一括申請があった場合において、運営委員会等の意見、施設

の利用状況等を勘案し、１年度分の使用許可が不適当と認められる場合は、半年ご

 34



との使用許可をするものとする。 

(3) 許可を受けた団体で８(1)に定めるものについては、交付された使用許可書を使

用当日、施設管理人へ提示する。 

 

13 使用料の額等 

開放施設の使用料は、次のとおりとし、使用日までに納付しなければならない。 

(1) 体育館及び柔剣道場の使用料（１日１回） 

 1,000㎡以上 1,000㎡未満 

電気を使用する場合 ３，６６０円 ３，０３０円 

電気を使用しない場合 ３，１４０円 ２，５１０円 

(2) 教室使用料 

電気を使用する場合  ６２０円 

電気を使用しない場合 ４１０円 

備考 使用時間にかかわらず１日（午前８時３０分から午後９時まで）使用時の

１室あたりの使用料を示す。 

(3) 運動場夜間照明施設使用料 １時間１，０４０円 

備考 使用時間は、午後９時までとする。 

(4) プール使用料 大人１回 ３１０円 

          中学生以下１回 １５０円 

 

14 使用料の減免 

使用料の減免を受けようとする者は、別表２に定める申請者によるものとする。 

 

15 使用の中止 

教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、開放施設の使用禁止、使用

許可の取消し又は使用中止などの措置を執ることができる。 

(1) 開放事業の目的に反する使用をし、又はそのおそれがあるとき。 

(2) 規則、要綱又は要項に違反し、又はそのおそれがあるとき。 

(3) 管理上の指示又は指導に従わないとき。 

(4) 前３号に定めるもののほか、学校教育上又は学校管理上、支障があると認められ

るとき。 

 

16 使用後の点検等 

使用団体の責任者は、施設の使用が終わったときは、後始末及び清掃等を行うとと

もに、戸締まり等の点検を行わなければならない。 

 

17 損害賠償等 
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(1) 使用時における事故の責任は、使用者側で負わなくてはならない。 

(2) 使用者が施設・設備の使用に当たって損害を与えた場合は、学校施設開放設備・

備品破損届（規則様式第４号）により、届け出るとともに、使用者はその損害を賠

償しなければならない。 

 

18 施設管理人 

(1) 開放校には、各運営委員会から選出された施設管理人を置く。 

(2) 施設管理人は、使用者に対し、使用施設の適正な使用方法等の必要な指導を行う

とともに、施設、設備の管理にあたる。 

 

 附 則 

 この要項は、平成２６年４月１日から施行する。 

 附 則 

  この要項は、令和元年１０月１日から施行する。 

 附 則 

  この要項は、令和２年４月１日から施行する。 

 附 則 

  この要項は、令和３年１１月１日から施行する。 

 

 

別表１（５関係） 

＜体育施設＞ 

 
体育館 

柔剣道場 
運動場 夜間照明施設 プール 

土曜日･日曜

日･祝日･学校

休業日 

8:30～21:00 8:30～21:00 18:00～21:00 13:00～20:00 

平   日 放課後～21:00 放課後～21:00 18:00～21:00  

＜文化施設（教室等）＞ 

 教   室 

土曜日 ･日曜

日･祝日･学校

休業日 

8:30～21:00 

平   日 放課後～21:00 

（備考） 

 使用期間、使用時間については、体育施設、文化施設ともに地域の要望、各学校の実

情等に応じて決定できるものとする。 

 36



 

別表２（14関係） 

使用料減免団体 例 申請者 

社会教育関係団体 

青年団 学区連合町内会長あるいは町内会長 

婦人会 学区婦人会会長 

ＰＴＡ 学区ＰＴＡ会長 

子ども会 学区子ども会会長 

体育協会 学区体育協会会長 

スポーツ少年団 学区体育協会会長 

町内会 町内会長 

障害者の団体  各団体の代表者 

一般財団法人岡山市 

スポーツ協会加盟団体 
競技団体 

各競技団体の会長 

各学区の体育協会会長 

地方公共団体その他公の

機関 

各部局 

岡山市教育委員会 

主管課長 

主管課長 

上記以外の団体  各団体代表者 

 

 

 

 

≪  使用料早見表  ≫  

使 用 施 設    

体育館及び柔剣道場 

使用料 

（1 日１回） 

 １，０００㎡以上 １，０００㎡未満 

電気を使用する場合 ３，６６０円 ３，０３０円 

電気を使用しない場合 ３，１４０円 ２，５１０円 

減額後 ５２０円 ５２０円 

教室使用料 

（１日１教室） 

電気を使用する場合 ６２０円 

電気を使用しない場合 ４１０円 

運動場夜間照明使用料 

（１時間） 
１，０４０円 

プール使用料 大人１回 ３１０円 

中学生以下１回 １５０円 
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使 用 調 整 要 領 

 

１ 使用調整会議の実施  

 （１）使用調整会議は、各運営委員会において年に２回（上半期、下半期）実

施することが望ましい。  

 （２）会議における使用調整は、上半期、下半期それぞれを通した既得権では

なく、再調整もあることを各団体に周知すること。  

 

２ 使用調整基準  

  使用を希望する団体が全市的にみて、平等に使用できるよう次により調整を

  行う。  

 （１）使用希望団体が多い場合は、施設・時間等の分割で最大限の使用調整を

図ること。  

 （２）使用希望団体が多く調整が困難な場合は、他の開放校と重複使用してい

る団体は他の団体に譲ること。  

 

３ その他  

 （１）使用予定日になっていたにもかかわらず、使用中止が続いた団体につい

ては、使用回数を制限する場合があることを周知すること。  

 （２）新たに使用希望する団体が増加している傾向にあることから、使用調整

後であっても使用希望する団体が平等に使用できるように最大限の配慮

をすること。  

 （３）使用許可を受けた場合においても常に学校教育活動を優先し、本事業は

学校教育に支障のない範囲での使用許可であることを周知すること。  

 

 

 

 

 

 

７参考 
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学 校 施 設 を 利 用 さ れ る み な さ ん へ 

岡山市教育委員会  

 

 学校施設開放事業は、「学校運営に支障のない範囲」で行われるものであり、他の利用団

体の使用状況等を考慮するため、必ずしも希望どおりの利用が可能になるとは限りません。 

 警報が発令されている等、災害発生のおそれがある場合や、あるいは、避難所に使用され

る可能性がある等の場合は、使用許可を受けていても施設を使用できないことがあります。 

なお、暴風警報、大雪警報、各特別警報が発令されている場合、施設の使用はできません。 

子ども達のためにも使用中の管理や後始末を十分してくださいますようお願いします。 

 なお、次のことがらについてはよく守ってください。 

 もし、使用について、違反やマナーが守られていない等の場合は、今後の使用をお断りす

ることもありますので、ご注意ください。 

                 記 

１ 使用者は、各自に実施内容等を入力してください。 

２ 使用時間を守り、許可された施設以外には立ち入らないでください。 

（対外試合の遅延などで開放時間外に校内に入る場合は必ず学校に連絡してください） 

３ 自動車の乗り入れについては各学校の指定場所へ駐車してください。 

４ 使用者は、事故、火災、感染症の拡大等の防止に努めてください。 

５ 体育館内の飲食はお茶・スポーツ飲料を除き原則禁止です。 

  なお、やむを得ず体育館使用に際し飲食を伴う場合は、事前に学校をとおして担当課へ

ご相談ください。 

６ 運動場内での飲食は可能です。 

７ ゴミは使用者が各自、責任をもって持ち帰ってください。 

８ 学校敷地内は全面禁煙です。市民や地域住民の方々より、学校開放における喫煙マナー

に対する苦情を多く受け付けている状況です。つきましては、学校敷地内での禁煙はも

とより、学校敷地外におかれましても極力喫煙を控えていただくか、喫煙マナーを守っ

ていただきますようお願いします。 

９ 体育館・教室の履物は特に留意し、同一履物での出入りをしないでください。（体育館

では、専用シューズを持参し使用してください） 

10 体育館・教室の使用後は、特に施錠と火の気を再確認してください。 

11 電気・水道の使用は節約してください。 

12 校舎壁・フェンス等に向けて投球やバッティングをしたり、体育館内壁にボール 

等を投げつけたり、樹木・花壇・校具を破損することのないように注意してください。 

13 使用者は、ＡＥＤ保管場所の確認をして緊急時に使用できるようにしてください。 

14 施設・設備の使用後は、必ず使用前の状態にし、清掃と整頓をしてください。 

15 施設の器具が破損・紛失した場合は、すみやかに運営委員会等に報告してください。

なお、このような場合は、弁償をお願いします。 

16 近隣の民家等の破損が起きたときは、ただちに運営委員会等に連絡し、使用者側で直

してください。 

17 使用者は、活動を実施するにあたっては、環境省・気象庁による熱中症警戒アラート

等を活用して適切に判断し、活動中は、熱中症事故予防に十分配慮してください。 

1８ その他学校・教育委員会からの注意事項を守ってください。  
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☆Ｑ＆Ａ☆ 

Q１・定 期 使 用 を Web で申 請 後 、年 度 途 中 で使 用 日 追 加 したいのですが。 
A１・従 来 通 り、紙 の申 請 書 を提 出 してください。P3 フローチャート（不 定 期 ）参 照  
 
Q２・年 度 途 中 で新 規 使 用 を開 始 する場 合 の申 請 ⽅ 法 は︖ 
A２・定 期 ・不 定 期 いずれの場 合 も、紙 の申 請 書 を提 出 してください。P3 フローチャート参 照  
 
Q３・年 間 申 請 の使 用 を年 度 途 中 で中 ⽌ する場 合 はどうしたらよいですか︖ 
A３・学 校 施 設 使 用 許 可 取 消 願 （HP 掲 載 ）を使 用 日 前 までに提 出 してください。P10 参 照  
 
Ｑ４・団 体 名 、団 体 代 表 者 の変 更 があった場 合 はどうしたらよいですか︖ 
Ａ４・様 式 第 3 号 （第 ３条 関 係 ）（P32）登 録 事 項 変 更 届 を必 ず提 出 してください。 
 
Ｑ５・団 体 会 員 や代 表 者 は市 外 在 住 でも申 請 できますか︖  
Ａ５・主に市内に在住し、在勤し、又は在学する者で構成された団体で、かつ、成人の使用責任者であれば 

申請できます。 
 
Ｑ６・早 朝 練 習 （午 前 ６時 から８時 まで）のみの場 合 、申 請 は必 要 ですか︖ 
Ａ６・開 放 時 間 外 のため、学 校 施 設 開 放 事 業 に該 当 しないため、提 出 する必 要 はありません。 
 
Ｑ７・スポーツの⼤ 会 等 に付 随 する⽬ 的 で教 室 を使 用 する場 合 は︖（体 育 館 ・運 動 場 ・柔 剣  

道 場 で練 習 試 合 や⼤ 会 を⾏ う際 に、更 ⾐ 室 や荷 物 置 場 として教 室 を利 用 する場 合 等 ） 
Ａ７・主 たる目 的 （スポーツ大 会 等 ）の申 請 書 にまとめて記 入 し、スポーツ振 興 課 に提 出 してください。 
 
Ｑ８・紙で不定期申請をしましたが、実施報告はどのようにしたらよいでしょうか︖ 
Ａ８・使用申請⽅法に関わらず、Web から実施報告を⾏ってください。入⼒フォームの［URLまたは2次元 

コード］が分からない場合は、末頁記載の担当課にお問い合わせください。 
 
Ｑ９・実施報告はいつまでに入⼒すればよいですか︖ 
Ａ９・施設使用日に入⼒してください。遅れて入⼒する場合は、当⽉末までに入⼒してください。 
 
Ｑ10・送信してしまった実施報告を内容修正することはできますか︖ 
Ａ10・⼀度送信した内容の修正はできませんが、修正希望の際は、再度の回答をお願いしています。 

回答が複数あった場合は、集計時に最新の回答を採用するため、データの重複はありません。 
 

Ｑ11・省略した団体名を入⼒してもいいですか︖ 
Ａ11・略称で入⼒しても構いませんが、毎回同じ団体名を入⼒することをおすすめします。閲覧データの並べ

替えや検索の際には、全⾓半⾓の区別があります。 
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ＴＥＬ ０８６－８０３－１６０６ 
ＦＡＸ ０８６－８０３－１８７４ 
 
スポーツ振興課 
MAIL sportsgakkoukaihou@city.okayama.lg.jp 
ＴＥＬ ０８６－８０３－１６１５ 
ＦＡＸ ０８６－８０３－１７６８ 

《問い合わせ先》 

岡山市教育委員会 令和６年１⽉作成 
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